














<要約>

  TFR(暦年)でみようとコウホート別累積出生率でみようと、出生率が低い国は 20 歳代の

出生率が低いためである。 出生率回復の観点からは女性の 20～34 歳が最重要年齢層とな

る。少子化対策という観点から社会保障負担をみると、税と社会保険料のどちらに比重を

置いているか、社会保険料負担にどの程度の所得再分配が組み込まれているか、家族の人

数と医療保険料や患者の一部負担との関係、などが注目される。社会保障全体の財源構成

をみると、税中心のイギリス、スウェーデンと社会保険料中心のフランス、ドイツ、日本

に分かれる。社会保険料のウェイトはイギリス 37%、スウェーデン 44%、アメリカ 57%、

日本 68%、ドイツ 70%、フランス 76%の順に高かった。社会保険料の負担は日本、ドイツ、

イギリス、アメリカで労使折半である(労災保険や児童手当は事業主が 100%負担)が、フ

ランスは事業主の負担割合が高く、スウェーデンでも被保険者負担が導入されている。フ

ランスは医療保険制度の財源(被保険者負担分)を賃金べースの保険料から全所得をべース

とした保険料に移行する計画を実施中である。年金保険の中にみられる少子化対策として

は育児期間を加入期間とみなす仕組みが代表的な例であり、医療保険の中には傷病手当金

や出産給付に少子化対策と考えられる施策がみられる。


